
〇
デ
ジ
タ
ル
庁
告
示
第
一
号 

公
的
給
付
の
支
給
等
の
迅
速
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
の
預
貯
金
口
座
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
三
十

八
号
）
第
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
的
給
付
の
支
給
等
の
迅
速
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
の
預
貯
金
口
座
の
登
録
等
に
関
す

る
法
律
第
十
条
の
内
閣
総
理
大
臣
が
指
定
す
る
公
的
給
付
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
八
年
一
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

内
閣
総
理
大
臣 

高
市 

早
苗 

 
 

 

令
和
七
年
度
の
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）
に
お
け
る
物
価
高
騰
対
応
重
点
支
援
地
方
創
生
臨
時
交
付
金
（
「
「
強
い

経
済
」
を
実
現
す
る
総
合
経
済
対
策
～
日
本
と
日
本
人
の
底
力
で
不
安
を
希
望
に
変
え
る
～
」
（
令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日

閣
議
決
定
）
の
一
環
と
し
て
、
足
元
の
物
価
高
に
対
応
す
る
た
め
物
価
高
騰
の
影
響
を
受
け
た
生
活
者
及
び
事
業
者
に
対
す
る

地
域
の
実
情
に
応
じ
た
き
め
細
や
か
な
支
援
等
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
の
交
付
金
で
あ
っ
て
、
当
該
生
活
者
と
し
て
の

個
人
又
は
世
帯
に
対
し
給
付
を
支
給
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
交
付
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
財
源
と
し
て
、
都
道
府
県
又

は
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
）
か
ら
支
給
さ
れ
る
給
付 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
適
用
す
る
。 


